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☆「後見人ではあるけれど保証人が・・・」（Iさん　４０代）
http://shinrainokai.or.jp

理事長挨拶

お亡くなりになられた会員  
148名

生活保護受給者                 
94名

高齢者・障害者のための身元保証と生活支援

２００９年３月開業以来、たくさんのご紹介をいただき、しんらいの会会員数は２０１8年 9月30日現在  535名となりました。
またしんらいの会では、施設入所や家財処分、自宅売却のお手伝いもさせていただいております。

日立市・高萩市・北茨城市・常陸太田市方面                  15名
水戸市・那珂市・ひたちなか市・笠間市方面          　   114名
石岡市・小美玉市・かすみがうら市方面 　　　　　　   89名
土浦市・つくば市方面                                　　　　　　 104名
稲敷市・牛久市・阿見町・美浦村方面    　　　　　　  43名
潮来市・行方市・鉾田市・鹿嶋市方面　　　　　　　  37名
取手市・守谷市・龍ヶ崎市・つくばみらい市方面 　　　74名
筑西市・下妻市・常総市・古河市方面　　　　　　　  56名
千葉県北部方面　　　　　　　　　　　　　　　　　　3名

合計  535名 

エリア別会員数

今年も残すところあと少しとなってまいりました。時間の経過が早いですね。また寒暖の差が大きくな

り体調を崩される方も少なくありません。体調管理には十分に気をつけましょう。

寒くなるにつれて、体調を崩してしまい入院などをして施設へ入所を検討する方もおられます。またお

一人暮らしが不安となり、施設入所などを検討される方もおられます。そのため寒くなるにつれて施設

入所に向けた相談が急激に増えはじめます。

また施設に入所するにあたり、どのようにしたらよいのか不安になる方も少なくありません。どんな施

設が身体的にも経済的にもあっているのか、施設を選んだり検討する基準などで悩む方もおられます。

またご家族がおられても遠方であったり、高齢であったりするとなかなかお手伝いができないため、頼

りにくいこともあります。お引っ越し・荷造り、残った家財道具の処分、その他に住所変更の手続きや

ライフライン（ガス・水道・電気等）の停止手続きなど、これらの作業をすることはすごく面倒です。

他にも身元保証人の確保など、施設へ入所をしたくてもこれらの相談を誰にしたらよいのか、このよう

なお悩みも増えています。

会 員 推 移

このような様々な問題を抱え、当会にご相談をいただく方が急激に増えてきております。不安を抱えてお一人暮らしをする

方へ施設入所にむけた準備や作業の対応を一緒に考えてあげることはすごく大事なことです。

これからますます寒くなってくると介護の必要な高齢者の一人暮らしは危険です。施設入所などで不安やお悩みをお持ちの

方は、ぜひお気軽にご相談ください。できるかぎりご相談にお応えいたします。

Iさんには、成年後見人が選任されておりました。

Iさんは２０代の頃から施設にて生活をしていました。

これまでは、養母が保証人を務めて面倒をみていました。しかし、

養母がお亡くなりになってしまい、お金の管理や保証人の件など

どのようにしたらよいのか問題がでてきてしまいました。

そのため市町村申立をおこない成年後見人が選任されました。

しかし、原則的に後見人は保証人にはなれません。

（※本人＝後見人のため、もし後見人が保証人を引き受けた場合には個人的となる）

そのためIさんの後見人によりご相談をいただきました。

後見人は、日中は仕事を持っているため緊急時の対応などが困難な場合もある、とのこと。

また日曜祝日夜間の対応まですることは非常に難しいので保証人のご依頼をいただきました。

そのため後見人から家庭裁判所へご相談をし、重要事項説明書や契約書の内容を事前にお渡しをしてご検討いた

だきました。そして、後見人と当会でご契約を結ばせていただきました。

契約後、後見人とご一緒に施設へお伺いをしてご本人と面談をした後、保証人の手続きをいたしました。

このように成年後見人より保証人のご依頼をうけるケースも出てきております。

ただし、家庭裁判所へ契約をする前に事前に相談が必要となります。

これからも後見人としっかり連携をしながらご支援させていただきたいと存じます。

一般社団法人しんらいの会 水戸支局 〒310-0044　茨城県水戸市西原1-6-30-106
TEL：029-297-9080　FAX：029-297-9081　
※電話番号は【029-】からお掛けください

FAXでお申込みの場合は、しんらいの会公式サイト[セミナー案内]ページ中程[詳細はこちらを御覧下さい]
から、［申込用紙ダウンロード］から申し込み用紙に必要事項を記入して、029－875－4449まで送信して
ください。　

☆無料出張セミナーのご相談・申し込み、及びしんらいの会に対するお問い合せは、
TEL：029-875-4443　FAX：029-875-4449 までお願いいたします。（月～金　９時～１８時）

『身元保証人の必要性と役割について』
何となく理解しているつもりの“身元保証人”について、しんらいの会が携わってきた
数多くの事例を交え、わかり易く解説いたします。

『安心して老後を過ごすために』
一般の高齢者の方向けに、老後の考え方・準備しておくとよいこと・施設の選び方など
についてお話させて頂きます。

無料出張セミナー　随時受付中！

しんらいの会が行っている無料出張セミナーは、行政・病院・施設などからお招きいただき、これまでに100回以上

開催させていただきました ！ お招きいただいた主催者や受講してくださいました皆様、ありがとうございました。

これからもどうぞよろしくお願い致します。

☆セミナーの種類

☆セミナー受講者の声

・実例を交えながらの説明があり、すごく分かりやすかったです。今後の営業活動・施
設相談者の方への知識として役に立ちました。

・生活困窮者支援に関わっているものです。生保受給者にも対応されているとのこと、
つなぐ支援先となっていただけるようですので、よろしくお願い致します。

祝10周年

水戸支局は平成30年5月1日に移転しました。

青木理事長


	ページ 1

